
　まえばしのバラ「あかぎの輝き」の名称を使用する企

業や団体を募集します。商品の販売促進やイメージアッ

プに利用してみませんか。なお、使用については有料と

なります。応募条件など、詳しくは問い合わせるか本市

ホームページをご覧ください。

申し込み＝３月25日㈮（必着）までに所定の申込用紙に

記入し、必要書類を添えて市役所公園緑地課（☎898-

6842）へ郵送か直接

　昨年10月から12月にかけて「赤い羽根共同募金」と、

「地域歳末たすけあい募金」に、各自治会をはじめ皆さん

から総額4,592万4,304円の浄財が寄せられました。赤

い羽根共同募金は、県共同募金会を通じて県内の社会福

祉施設や団体へ、地域歳末たすけあい募金は、市内福祉

施設などの行事や地域福祉サービス活動事業へ配分さ

れ、福祉向上に活用されます。

■赤い羽根共同募金
戸別募金＝2,515万800円

法人・団体募金＝132万815円

職域募金＝185万6,681円

学校募金＝146万6,270円

街頭募金＝２万1,188円

その他＝15万9,731円

■歳末たすけあい募金
戸別募金＝1,537万1,035円

その他＝57万7,784円
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  ３月20日から４月３日までの日曜に市役所市民課や

各支所などで窓口を開設。転入・転出など住所異動のほ

か、国民健康保険、子ども手当などの手続きができます。

　なお、各支所など一部の業務は開設する期日が限ら

れているので、注意してください。

日時＝３月20日㈰・27日㈰・４月３日㈰、午前８時30分

～午後５時15分

開設窓口・取り扱い業務・問い合わせ＝下表のとおり

■元気21証明サービスコーナーも利用を
　前橋プラザ元気21証明サービスコーナーでは、土日曜・

祝日も税証明を含む各種証明書の発行を行っています。

ぜひ、利用してください。

日時＝毎日、午前10時～午後７時(３月15日までの平日

は午前９時から)

　４月１日㈮から、家庭ごみを自分で集積場所に出す

ことが困難な世帯に訪問収集を行う「こんにちは収集」

を開始します。対象は次の項目に該当する、親族や近

隣者などの協力を得ることができない独り暮らしか高

齢者や障害者のみの世帯。指定した曜日に玄関先へ持

ち出した分別ごみを収集します。また、事前に申請を

行うことで、希望者には収集の際に声掛けを行います。

まえばしのバラ｢あかぎの輝き｣
名前を使いませんか

募金にあたたかい心
たくさんの浄財ありがとう

問い合わせは　いきいき生活課　☎898-6237

問い合わせは　リサイクル推進課　☎898-6273

■対象となる人
①介護保険法の規定により、要支援１以上の認定を受け

ている

②身体障害者手帳の交付を受け障害の程度が１級で、肢

体不自由か視覚障害がある

③療育手帳の交付を受け、障害の程度がＡ

④精神障害者福祉手帳交付を受け、障害の程度が１級

■対象となる家庭ごみの種類
　可燃ごみ、不燃ごみ、プラスチック製容器包装、資源ご

み、危険・有害ごみ、古紙類

申し込み＝所定の用紙に介護認定や障害の程度が分かる

物の写しを同封し、市役所リサイクル推進課へ直接か

郵送。または市役所介護高齢課、西部清掃事務所、市保

健所内障害福祉課へ直接

収集を手伝います

臨時窓口
開設窓口 取り扱い業務 問い合わせ

市
役
所

市民課

�転入、転出、転居届および印鑑登録申請などの受け付け 
�住民票、戸籍に関する証明書および印鑑登録証明書などの発行 
�戸籍に関する届け出 
�国民健康保険の届け出 
�外国人登録に関する届け出の受け付けおよび証明書の発行 
�住民基本台帳カードの発行 
�国民年金に関する手続きなど

☎898-6106

国民健康保険課

�国民健康保険に関する相談　 
�保険証の再交付 
�退職者医療制度加入手続き

☎898-6250

�後期高齢者医療の各種届け出、保険料納付の手続き 
�子ども医療費等福祉医療費の支給申請手続きなど

☎898-6253

こども課(子ども手当窓口) �子ども手当、児童扶養手当受給申請など ☎内線3277

学校教育課 
（３月27日、４月３日のみ）

�小中学校の転校手続きなど（学校へは翌日の月曜以降に書類を提
　出してください）

☎898-5812

大胡支所（市民サービス課） 
（３月27日、４月３日のみ）

�市民課取り扱い業務の一部　 
�国民健康保険課取り扱い業務の一部　 
�学校教育課取り扱い業務 
�子ども手当受給申請など

☎283-0002

富士見支所（市民サービス課） 
（３月27日、４月３日のみ）

☎288-2276

城南支所（３月27日のみ）
�市民課取り扱い業務の一部 
�国民健康保険課取り扱い業務の一部 
�子ども手当受給申請

☎268-2111

※他機関との照合確認が必要な一部の届け出については、受理できない場合もあります。

ゴミ出しが困難な世帯の

　画家・牛嶋直子さんを講師に、ワークショップ「放

課後お絵かき隊」を開催。体を大きく動かして、みん

なで１つの巨大な作品を作ります。

日時＝３月20日㈰午後１時30分～３時30分

会場＝前橋プラザ元気21

対象＝市内在住・在学の小学生、10人（抽選）。３月

11日㈮午後１時に公開抽選

申し込み＝３月10日㈭(必着)までに往復ハガキで（１

人１通）。住所・児童と保護者の氏名・学校名・学年・

電話番号を記入し、市役所文化国際課「３/20ワーク

ショップ係」（☎898-5825）へ

目一杯体を動かして大きなアートを作ろう

こんにちは
収集

笑顔で対応します


